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議案第１４３号 

 

川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成１９年１１月２６日提出 

川崎市長  阿 部 孝 夫 

 

川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

川崎市国民健康保険条例（昭和３３年川崎市条例第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１５条を次のように改める。 

第１５条 削除 

第１７条を次のように改める。 

第１７条 削除 

第１８条中「から前条まで」を「及び第１６条」に改め、「又は第１５条の

基礎賦課額と前条の基礎賦課額との合算額」を削り、「第２７条第１項第１号」

を「第２７条第１項」に改める。 

第１９条第２項を削り、同条第３項中「前２項」を「前項」に改め、同項を

同条第２項とし、同条第４項中「及び第２項」を削り、同項を同条第３項とす

る。 

第２２条を次のように改める。 

第２２条 削除 

第２４条中「前３条」を「第２１条及び前条」に改める。 
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第２５条第２項を削り、同条第３項中「前２項」を「前項」に改め、同項を

同条第２項とし、同条第４項中「及び第２項」を削り、同項を同条第３項とす

る。 

第２７条第１項本文を次のように改める。 

保険料は、当該年度分の基礎賦課額（１０円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。）及び当該年度分の介護納付金賦課額（１０円未満の端数

があるときは、これを切り捨てる。）の合算額の１０分の１の額（以下「月

割額」という。）を基礎として次項の規定により算定した額を６月から翌年

の３月までの各月の末日（１２月にあっては、翌年の１月４日とする。）ま

でに納付しなければならない。 

第２７条第１項各号を削り、同条第２項中「前項各号に規定する額」を「月

割額」に、「すべて当該各号の」を「、すべて」に改める。 

第２８条中「から第１７条まで」を「及び第１６条」に、「から第２３条ま

で」を「及び第２３条」に、「第２９条第１項各号」を「次条第１項各号」に

改める。 

第２９条第１項中「から第１７条まで」を「及び第１６条」に改め、「又は

第１５条の基礎賦課額と第１７条の基礎賦課額との合算額」を削り、同条第２

項中「から第１７条」を「及び第１６条」に、「から第２３条」を「及び第２

３条」に改める。 

附則第９項から附則第１２項までを削り、附則第１３項を附則第９項とし、

附則第１４項から附則第１６項までを４項ずつ繰り上げる。 

附則第１７項中「附則第１５項」を「附則第１１項」に改め、同項を附則第

１３項とし、附則第１８項を附則第１４項とし、附則第１９項から附則第２３

項までを４項ずつ繰り上げる。 

附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の条例の規定は、平成２０年度分の保険料から適用し、平成１９年

度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要  旨 

 

保険料を納付する月を６月から翌年の３月までの各月にすること等のため、

この条例を制定するものである。 
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